
 

 

 

 

令和６年９月２７日 

 

▼タイトル  

 高島市小中学校再編基本方針の策定について 

 

▼概 要 

  令和６年９月１８日開催の教育委員会第９回定例会におきまして、「高島市小中学

校再編基本方針」が決定されました。その概要は、次のとおりです。 

また、基本方針の決定後、「高島市マキノ小学校開校準備協議会設置要綱」も定めら

れましたので、今後、本要綱に基づき協議会委員の人選を進めます。 

 

【主な内容】 

①マキノ東小学校、マキノ西小学校、マキノ南小学校を一つの（仮称）マキノ小学校

として統合する。 

②（仮称）マキノ小学校は、マキノ給食センターの跡地およびマキノ中学校の敷地を

利用してマキノ中学校の隣に新設する。 

③（仮称）マキノ小学校の開校は、令和１０年４月とする。 

④マキノ地域以外の小学校や各中学校については、現状を維持しつつ、引き続き、再

編の検討を行う。 

 

【協議会構成】 

 次の者のうちから２５人以内の委員で構成する。 

①マキノ東、西、南小学校の校長および教頭 

②マキノ中学校の校長および教頭 

③小学校の教職員を代表する者 

④小学校の保護者を代表する者 

⑤マキノ東こども園およびマキノ西こども園の保護者を代表する者 

⑥マキノ地域の区長自治会長および住民自治協議会を代表する者 

⑦学校運営協議会を代表する者 

⑧地域学校協働活動推進員 

⑨その他教育委員会が必要と認める者 

 

▼「高島市小中学校再編基本方針」および「高島市マキノ小学校開校準備協議会設置要

綱」 

 

 別紙のとおり 

 

 



 

▼問い合わせ先 

 ○所   属： 教育総務部 教育総務課 

 ○担   当： 林、平井 

 ○電話番号：０７４０（２５）８５５８ 

 ○ファックス：０７４０（２５）８１４５ 

 

 ○所   属： 教育指導部 学校教育課 

 ○担   当： 川原林、饗庭 

 ○電 話 番 号：０７４０（２５）８５６２ 

 ○ファックス：０７４０（２５）８１４５ 
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令和６年９月 

 

高 島 市 教 育 委 員 会 

 
高島市小中学校再編基本方針 

よりよい教育環境の実現に向けて 



- 1 - 
 

 

目   次 

 

 

 

Ⅰ 小中学校再編基本方針策定の背景と市内小中学校の現状 

１ 基本方針策定の背景 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ 

２ 市内小中学校の現状 ・・・・・・・・・・・・・・・・・  ３ 

３ これまでの学校再編の経過・・・・・・・・・・・・・・・ ６ 

 

Ⅱ 学校再編の基本的な考え方 

１ 学校再編の必要性 ・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・  ８ 

２ 基本的な考え方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９ 

   

Ⅲ 各中学校区の小中学校再編基本方針 

    １ 基本方針の期間および内容 ・・・・・・・・・・・・・・  11 

    ２ 各中学校区の現状と再編の方向性     ・・・・・・・ 11 

(1)  マキノ中学校区 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12 

(2)  今津中学校区 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14 

(3)  朽木中学校区 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15 

(4)  安曇川中学校区 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16 

(5)  高島中学校区 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17 

(6)  湖西中学校区 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18 

 

  資料  学校施設の整備状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19 

 

 



- 2 - 
 

 

 

１ 基本方針策定の背景 

学校教育においては、児童生徒が集団の中で、多様な考えに触れ、認め合い、協力し

合い、切磋琢磨することを通じて、一人ひとりの資質や能力を伸ばしていくことが重要

であり、小中学校では一定の集団規模が確保されていることが望まれます。 

しかしながら、全国的に少子化が進む中、本市においても児童生徒数は減少傾向にあ

り、小中学校の小規模化が深刻な課題となっております。このことにより、学校の活力

や教育効果において、様々な課題が生じることから、児童生徒にとってよりよい教育環

境を整える必要があります。 

小中学校は、児童生徒の教育のための施設であるだけでなく、地域コミュニティの核

としての性格を有し、防災や地域交流等の拠点としての重要な側面がある一方で、義務

教育期の子どもたちの学習と生活の場としての機能を高めることを優先して考える必要

があります。 

教育委員会では、今後、少子化と学校の小規模化がますます進むことが予想される中、

児童生徒にとって望ましい教育環境を整備していくため、小中学校再編基本方針を作成

しました。    

今後、本方針をもとに、子どもたちにとってのよりよい教育環境の整備に努めます。 

 

 

Ⅰ 小中学校再編基本方針策定の背景と市内小中学校の現状 
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２ 市内小中学校の現状 

学校規模の標準は、法令上、小中学校ともに「12 学級以上 18 学級以下」が標準とさ

れており、「公立小学校・中学校の適正規模・適正配置に関する手引き」（文部科学省 平

成 27 年 1 月）では、学校規模の標準を下回る場合の分類を下表のように示しています。 
 
 
■学校教育法施行規則 

第 41 条 小学校の学級数は 12 学級以上 18 学級以下を標準とする。ただし、地域の実態
その他により特別の事情のあるときはこの限りではない。（第 79 条で中学校に準用） 

※12 学級以上 18 学級以下を標準とすれば、概ね一学年ごとに、 
小学校は２学級以上３学級以下、中学校は４学級以上６学級以下となる。 
 

■学校規模の標準を下回る場合の分類 
学級数 

（小学校） 
学級数 

（中学校） 
学校規模 

１～５ １～２ 複式学級が存在する規模 

６ ３ クラス替えができない規模 

７～８ ４～５ 全学年ではクラス替えができない規模 

９～１１ ― 半分以上の学年でクラス替えができる規模 

― ６～８ 全学年でクラス替えができ、同学年に複数教員を配置できる規模 

― ９～１１ 全学年でクラス替えができ、同学年での複数教員配置や、 
免許外指導の解消が可能な規模 

１２～１８ １２～１８ 学校規模の標準 

 

下表の「市内小中学校の地域別児童生徒数の推移（推計）」から、特にマキノ・今津・

朽木地域では少子化傾向が顕著であり、学級数の減少や複式学級編制が生じています。 
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これらを本市の令和５年度児童生徒数および学級数に当てはめると、下図のとおり、

小学校（全１３校中）では学校規模の標準と分類されるのは２校で、他の１１校が学校

規模の標準を下回っています。また、中学校（全６校中）では、６校ともが学校規模の

標準を下回っています。 

令和５年度においては、複式学級が存在する規模の小学校４校（マキノ東小、マキノ

西小、朽木東小、朽木西小）については、校務分掌の工夫や加配教員を配置することに

より、複式学級を解消したり、非常勤講師の配置により、複式学級での授業を可能な限

り解消したりするなどの対応を行っています。 
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公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律では、１学級あたり

の児童生徒数は、小学校は 35 人以下（但し、5・6 年生は段階的に 35 人以下に変更）、中

学校では 40 人以下となっています。 

本市における令和５年度通常の学級に在籍する 1 学級当たりの人数および学級数は下表

のとおりとなっております。本市の小学校の通常の学級１学級あたりの平均児童数は約 20

人で、１学級 20 人以下の小規模な学級が全体の約 47％を占め、１学級あたりの児童数の

減少が目立ってきています。 

■複式学級の編制基準（小学校） 

■複式学級の編制基準（中学校） 

となり合う 2 つの学年の児童数の合計が１６人までのときは、２つの学年の児童

で１学級を編制する。（ただし、１年生を含むときは８人とする。） 

となり合う 2 つの学年の生徒数の合計が８人までのときは、２つの学年の生徒で

１学級を編制する。 
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３ これまでの学校再編の経過 

これまで、高島市学校規模適正化（学校再編）基本方針（平成２６年３月）に基づ

き、市内の小中学校の小規模化により生じている複式学級等をはじめとする教育課題の

解決に向けて、将来を展望したよりよい教育環境の整備に努めてきました。 

 

（１）これまでの学校再編の対象と期間 

これまでの学校再編は、市内小学校を対象とし、期間は児童数の推計が可能とな

る平成２５年度から平成３１年度までであり、中学校については、当面は現在の６

校を維持することとしました。 

 

（２）学校再編の経過 

 

＜再 編 前＞                ＜再 編 後＞ 
 

マキノ北小学校 

同在原分校（休校中） 

マキノ東小学校 

 
現 マキノ東小学校に統合 

マキノ北小学校（H27.3 月閉校） 

   

今津西小学校 

 

今津東小学校 

 
現 今津東小学校に統合 

今津西小学校（H27.3 月閉校） 

   

広瀬小学校 

 

安曇小学校 

 
現 安曇小学校に統合 

広瀬小学校（H28.3 月閉校） 

 

 

 

（３）学校再編の効果 

１)  複式学級の解消と学校力の確保 

① 多人数の児童集団の中で学校生活を送り、学習活動等に多様な選択の幅ができ、

切磋琢磨する機会が増えるといった集団教育のよさを生かせる環境が整えられた。 

② 児童数の減による複式学級編制や教員配置の減は、校務運営や子どもの指導体制

の維持にも困難さを生じさせるが、学校再編したことにより、学校の活力を維持し、

子どもたちが多くの仲間の中で生き生きと学校生活が送れるようになった。 
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２) 教育環境の充実 

① 学校再編により、多くの児童の中で多様な考えに触れ、お互いを認め合い、協力

し合い、一人ひとりの資質や能力を伸ばすことが可能となった。また、再編前の学

校の教員を再編後の学校に継続配置し、児童の悩みや不安に寄り添える体制を作る

ことにより、児童が新しい環境に円滑に順応することができた。 

② 確かな学力と豊かな心を育む教育を推進するため、対象校となった各学校の特色

を加味した新しいカリキュラムを策定し、学校再編を機に、地域の特性を生かした

教育活動を展開できた。 

③ 学校再編と学区の広域化およびコミュニティ・スクールの推進により、地域に開

かれた学校として、また地域のコミュニティ拠点として、児童生徒の活動を中心に

して、地域の人々が交流できる場として機能するようになった。 

 

 

３) 通学区域の広域化への対応 

① 学校再編による通学距離や通学時間の増加に伴う負担軽減や通学路の安全確保

を考慮し、通学区域の広域化に対応した。 

② 年度当初に、保護者、地域の方の通学支援や教員による付き添いを実施したこと

により、子どもたちが不安なく通学できるようになった。 
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１ 学校再編の必要性 

本市の小中学校の学校再編にあたっては、通学の状況、地域における学校の役割、あ

るいは、本市の財政状況など、総合的な観点からの検討が必要となりますが、「子どもた

ちにとってのよりよい教育環境の提供」という観点を中心に据えて考える必要がありま

す。このため、次のような考え方に基づき、学校再編を進めていきます。 

 
(１) 教育環境の充実 

① 集団の中で、多様な考えに触れ、認め合い、協力し合い、切磋琢磨することを通

じて、思考力や表現力、判断力、問題解決能力などを育み、社会性や規範意識を身

に付けることができる環境を整えていきます。  

② 活力ある教育活動を展開するため、経験年数、専門性、男女比等についてバラン

スのとれた教職員集団が配置できるよう、一定の学校規模の確保に努めます。 

 
 

(２) 教育活動の充実 

① 確かな学力と豊かな心を育む教育を推進するため、創意工夫を凝らした特色ある

教育活動など、学校教育における新しい教育環境の整備に努めていきます。 

② いじめや不登校、規範意識や社会性の低下など、教育に関する様々な課題に適切

に対応していきます。 

③ 学校施設が地域コミュニティの拠点として機能し、地域の人々が様々な活動を通

して交流できる場として、幅広い世代のニーズに応えられるよう努めていきます。 

 
 

(３) 市全体の学校配置 

① 全市的な学校配置を考慮し、特に小規模化が進む学校を優先して、学校再編の取

り組みを推進します。 

② 市全体としての学校の適正配置や校区の範囲について、地域のバランスを考慮し

ながらより広域的な視点から柔軟に検討します。 

 

 

 

 

Ⅱ 学校再編の基本的な考え方 
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２ 基本的な考え方 

(１) 学校規模の考え方 

法令や制度上の仕組みでは、教育活動の多くの場面が、原則として同学年による学

級を単位として行われており、教育活動の担い手である教職員も学級数を基礎とした

配置定数が定められているなど、学校規模を考える基本は、学級の数によるものとい

えます。 

「学校教育法施行規則」では、「12 学級以上 18 学級以下を標準とする」と示されて

います。一方で「地域の実態その他により特別の事情のあるときは、この限りではな

い」という弾力的な運用が可能となっています。 

このことから、一定の規模を確保して児童生徒の教育環境を整えることが、より現

実的、かつ合理性があると考え、通学距離や通学時間等、さらには地域の実情を踏ま

えた上で、本市における学校規模の基準を次のとおり設定します。 

 

■高島市における学校規模の基準 

▼小学校 

６学級以上（各学年１学級以上）で、複式学級とならない規模。 

クラス替えが可能となる学校規模が望ましい。 

▼中学校 

３学級以上（各学年１学級以上）で、複式学級とならない規模。 

クラス替えが可能となる学校規模が望ましい。 

 

 

(２) 学校再編の方法 

基準となる学校規模を確保するために、通学上の安全確保などの条件を十分に検討

することを前提としながら、複式学級の解消等が課題となる小規模校を優先的に、統

廃合を基本とする学校再編に努めていきます。 

 

 

(３) 学校区 

小学校の統廃合を進める上での学校区の範囲は、現行の中学校通学区域内を基本と

します。 
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(４) 通学区域 

通学区域の拡大により、通学距離や通学時間が児童生徒の心身に与える負担、通学

路の安全確保、保護者の経済的負担、学校の教育活動への影響等の観点に立って、慎

重に検討します。 

学校再編に伴う遠距離通学の支援について、小学校児童：概ね２㎞以上、中学生：

概ね４㎞以上の基準を超える場合は、コミュニティバスなど公共交通機関の利用や、

地域の実態に合わせて通学用バスの運行等について検討を行うものとします。 

 

 

(５) 施設・設備の有効活用 

学校は、それぞれ長い歴史を有し、地域のシンボルとして地域住民から親しまれて

いることを踏まえると、再編は地域にとっても大きな課題であります。 

このため、学校再編の結果、使用しなくなる学校施設については、地域等の意見を

尊重しながら、幅広く活用法や運営主体の方策を検討する必要があります。全国的に

は、福祉や防災等の公共的施設としての利用のほか、研修宿泊施設、高齢者福祉施設、

レクリェーション施設、子育て支援施設、公園、コミュニティーセンターなどの活用

事例があります。これらの例を参考に、より有効な活用方法を検討していきます。 

 
 
(６) 保護者や地域住民との共通理解 

学校再編を進めるにあたっては、学校の教育的役割のみならず、学校が地域で果た

してきた歴史的・文化的役割や公共的施設としての機能等の地域事情にも配慮が必要

となります。そのためには、児童生徒数や学級数等の将来推移、学校の小規模化に伴

う問題点等について、保護者や地域住民に説明し、学校再編の必要性についての共通

理解を深めながら進めていきます。 
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１ 基本方針の期間および内容 

  市内の小中学校の小規模化により生じている複式学級等をはじめとする教育課題の

解決に向けて、小中学校の再編に計画的に取り組むとともに、将来を展望したよりよ

い教育環境の整備について検討を行います。 

⑴ 本方針の期間は、市内小中学校の児童生徒数の推計が可能となる令和６年度か

ら令和 1１年度までとします。 

⑵ 中学校については、地理的・歴史的な経緯および行政区分を踏まえ、当面は現

在の６校を維持することとし、今後、小学校再編の状況や生徒数の推移を踏まえ

た上で検討します。 

 

 

２ 各中学校区内の現状と学校再編の方向性 

  計画期間の各中学校区における取り組み内容は次のとおりとし、計画的に市内小中

学校の学校再編を進めていきます。（１２～１８ページ） 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 各中学校区の小中学校再編基本方針 
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（１） マキノ中学校区 

① 現 状 

  令和５年度はマキノ中学校区内のマキノ東小学校においては、複式学級が１学級発生

する状況でしたが、校内人事の工夫により各学年１学級が維持できています。マキノ西

小学校は、加配措置により１学級は複式学級が解消されましたが、１学級は複式学級で

あるため、非常勤講師の配置により、可能な限り複式学級での授業を避ける手立てを講

じています。 

令和６年度は学区内の３小学校とも児童数の定数上、複式学級が想定されており、引

き続き複式学級での授業を避ける手立てが必要な状況です。 

当地域では、他地域に先がけて学校再編についての話し合いがもたれてきた経過を踏

まえ、速やかに複式学級の解消に向けて学校再編に取り組む必要があります。 

 

 

（網掛けは複式学級編制） 
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② 学校再編の方向性 

マキノ中学校区においては、平成１３年度に他の地域に先駆けて小学校統廃合の検討

が行われ、平成２０年度には、保護者や地域住民で組織された「マキノ地域の適正な学

校規模を考える懇話会」において、小学校の統廃合が必要な時期にきているとの意見が

出されました。その後、保護者アンケートや学校ごとの懇談会等を経て、平成２７年度

にマキノ北小学校がマキノ東小学校に統合され、マキノ東小学校、マキノ西小学校、マ

キノ南小学校の３校となり、現在に至っています。 

令和５年度からマキノ西小学校において複式学級が１学級発生し、今後は、他の２小

学校においても複式学級を編制せざるを得ない状況になることが想定されることに加え、

現時点では、令和１０年度のマキノ西小学校の入学対象者は０人、３小学校の入学対象

者の合計は１２人と推定されます。 

また、令和９年度から、マキノ東こども園とマキノ西こども園が統合され「マキノこ

ども園」が開園される計画が既に示されています。さらには、令和６年度末には、学校

給食センターの集約化に伴い、マキノ学校給食センターが解体され、マキノ中学校に隣

接する用地が確保できます。 

マキノ中学校区内のこれまでの再編の経過や今後の児童数の推移を勘案し、地域の

方々からは、マキノ学区の小学校は一つにすべきというご意見もいただいており、当地

域における小学校は１校が適当であると考えられることから、地域・保護者の方々のご

理解をいただいた後、令和１０年４月を目途に、３小学校の再編を進めます。 

 
＜現  行＞              ＜3 小学校の再編＞ 

 
 

３小学校の再編にあたっては、名称を「マキノ小学校（仮称）」として、マキノ中学校

の隣接地に校舎を新設します。さらに、統合に向けては３小学校の交流学習の充実を図

り、統合後には小中一貫教育校として小中一貫教育の推進を図ります。 

学校再編後の、使用しなくなる学校施設については、地域等の意見を尊重しながら、

幅広く活用法や運営主体の方策を検討します。 

今後、保護者や地域住民の方々との協議の場を設け、再編新設に向けた取り組みを推

進します。 
 

 

 

 

 

マキノ東小学校 

マキノ西小学校 

マキノ南小学校 

 令和１０年４月 

（仮称）マキノ小学校 

【マキノ中学校隣接地に新設】 
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（２） 今津中学校区 

① 現 状 

  今津中学校区内の今津北小学校は、数年後には児童数が 10 人を下回る学年が複数とな

ることが想定されますが、当面の期間、２校ともに高島市の学校規模の基準を満たすこ

とが予想されます。 
 

 

②学校再編の方向性 

今津北小学校の児童数減少が顕著であるため、将来的には今津中学校区全体としての

学校再編について検討する必要があります。 
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（３） 朽木中学校区 

① 現 状 

  令和５年度は、朽木東小学校において 2 学級の複式学級が発生しました。うち 1 学級

は加配措置により解消されましたが、うち１学級は複式学級であるため、非常勤講師の

配置により、可能な限り複式学級での授業を避ける手立てを講じています。 

また、朽木中学校についても、現時点では各学年１学級を有する規模を維持していま

すが、今後は著しい生徒数の減少が見込まれます。 
 

 

②学校再編の方向性 

朽木中学校区においては、これまでから小規模化に伴う協議を進めてきた経緯を踏ま

え、通学距離や通学方法等の特別事情を十分に考慮し、引き続き、学校再編について検

討します。 
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（４） 安曇川中学校区 

① 現 状 

  安曇川中学校区内の３小学校（安曇小、青柳小、本庄小）は、それぞれ現時点では各

学年１学級以上を有する規模となっています。このうち安曇小学校は、今後の児童数の

増加により１２学級以上の学級数を有する規模を維持することが予想されます。また、

当面の期間は３小学校ともに高島市の学校規模の基準を満たすことが予想されます。 
 

 

②学校再編の方向性 

本庄小学校の児童数の減少に伴い、将来的には、他の小学校を含めた安曇川中学校区

全体として、学校再編について検討する必要があります。 
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（５） 高島中学校区 

① 現 状 

  高島中学校区では、昭和 40 年に旧第１から旧第４の４小学校が再編して現在の高島小

学校となり、１小学校１中学校の教育環境となっています。今後は、クラス替えが可能

な各学年２学級が編制できない学年が増えていくことが予想されます。 
 

 
 

②学校再編の方向性 

高島小学校、高島中学校は小中一貫教育校・高島学園として、今後も教育環境や学習

カリキュラムの充実を図り教育効果を高めていくこととします。 
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（６） 湖西中学校区 

① 現 状 

  新旭南小学校、新旭北小学校ともに、クラス替えが可能な各学年２学級が編制できな

い学年が増えてきました。今後の児童生徒数の微減は考えられますが、現状に近い学級

規模を維持できることが予想されます。 
 

 
 

②学校再編の方向性 

小中学校ともに児童生徒数が減少傾向にありますが、当面は現状を維持しつつ、教育

活動の充実に努めます。 
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■資料 学校施設の整備状況 

 

 



高島市マキノ小学校開校準備協議会設置要綱 

（設置） 

第１条 高島市小中学校再編基本方針（令和６年９月策定）に基づく高島市

立マキノ東小学校、高島市立マキノ西小学校および高島市立マキノ南小学

校（以下「小学校」という。）の統合および（仮称）高島市立マキノ小学

校開校に向けた必要な準備について協議、調整等を図るため、高島市マキ

ノ小学校開校準備協議会（以下「協議会」という。）を設置する。 

 （所掌事務） 

第２条 協議会は、高島市教育委員会（以下「教育委員会」という。）にお

ける意見聴取の場とし、次に掲げる事項について協議する。 

⑴ 新校舎の基本設計に関すること。 

 ⑵ 校名、校章、校旗、校歌、校訓等に関すること。 

 ⑶ 閉校および開校の記念行事に関すること。 

 ⑷ 教育課程、学校行事、学級編制、児童会活動、学校保健安全・給食、

学校事務等学校運営に関すること。 

⑸ 通学路および通学方法に関すること。 

 ⑹ 学校の設備および備品の整備（廃棄）に関すること。 

 ⑺ 制服、体操服、通学カバン、名札および学用品全般に関すること。 

 ⑻ 学校運営協議会、地域学校協働活動、ＰＴＡ、学校支援ボランティア

等の組織に関すること。 

 ⑼ その他開校準備に必要な事項に関すること。 

 （組織） 

第３条 協議会は、委員２５人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱または任命する。 

 ⑴ 小学校の校長および教頭 

 ⑵ マキノ中学校の校長および教頭 

 ⑶ 小学校の教職員を代表する者 若干名 

⑷ 小学校の保護者を代表する者 若干名 

 ⑸ 高島市立マキノ東こども園および高島市立マキノ西こども園の保護者

を代表する者 若干名 

 ⑹ マキノ地域の区長自治会長および住民自治協議会を代表する者 若干

名 

 ⑺ 小学校の学校運営協議会を代表する者 ３人 

⑻ マキノ中学校区の地域学校協働活動推進員 

⑼ その他教育委員会が必要と認める者 

 （任期） 



第４条 委員の任期は、委嘱または任命の日から開校日の前年度の３月３１

日までの期間とする。 

２ 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とす

る。 

 （会長および副会長） 

第５条 協議会に会長および副会長２人を置き、小学校の校長のうちから委

員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けた

ときは、その職務を代理する。 

 （会議） 

第６条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集する。ただ

し、会長および副会長が選出されていないときは、教育長が招集する。 

２ 会長は、会議の議長となる。 

３ 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。 

４ 会議は、原則公開とする。ただし、出席委員の過半数が必要と認めると

きは、会議を非公開とすることができる。 

５ 協議会は、必要に応じて委員以外の者に対して会議への出席を求め、そ

の意見を聴くことができる。 

（部会） 

第７条 会長は、必要に応じ、協議会に部会を置き、その所掌事項を分掌さ

せることができる。 

２ 部会は、会長の指名する委員をもって組織する。 

３ 部会長は、会長が指名する。 

４ 部会の会議は、部会長が招集し、その議長となる。 

５ 部会長は、必要があると認めるときは、会議に部会員以外の者の出席を

要請し、意見もしくは説明を聞き、または資料の提出を求めることができ

る。 

（庶務） 

第８条 協議会の庶務は、高島市教育委員会事務局教育総務部教育総務課に

おいて処理する。 

 （その他） 

第９条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、

会長が会議に諮って定める。 


